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■１ 開会（午後７時２６分） 

 

○立石委員長 

   本日は、第５回策定委員会を急きょ開催することになりましたが、皆様方には公私

ともに大変お忙しい中、ご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。 

そして、編集委員会からの報告では、素素案がまとまったということでありますの

で、先ほど第９回運営調整部会を開催し、素素案を審議いたしました。これを策定委

員会にお諮りをさせていただきたいと思います。 

   なお、編集委員会は、各部会からの提案をまとめるために、６カ月間にわたって検

討されてきました。この間、１４回の編集委員会、２回の正副委員長会議、プロジェ

クト会議など、計１７回の会議が開催されたとのことであります。 

詳細は、この後、鈴木委員長さんからご報告がありますが、その編集に当たりまし

ては、鈴木委員長さんを始め、編集委員の皆様には、会議が休日や深夜に及ぶことも

数多く、大変ご苦労いただきました。心から感謝を申し上げたいと思います。本当に

ありがとうございました。 

   また、広報・ＰＩチームから提案のありました「市民フォーラム」を９月１４日（日）

に開催いたしましたが、委員の皆様のご協力を得て、盛大に開催することができまし

た。 

当日は、総勢２７６名の方に参加していただきました。詳細は、各部会を通して報

告されていることと思います。 

この編集委員会と広報・ＰＩチームにつきましては、４月１０日に開催した策定委

員会で、新たに設置したところですが、その役割を十分に発揮していただいているも

のと思っています。改めまして、編集委員会、さらには広報・ＰＩチームの皆様には、

ご協力をいただいたことに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

   それでは、これより、第５回策定委員会を開会いたします。 

   本日の出席者は半数以上でありますので、この会議は成立しております。 

   なお、本日は次第の２の議事にありますとおり、 

（１）素素案の確定について、 

（２）（仮称）起草委員会の設置について、 

（３）今後のスケジュールについて 

でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

■２ 傍聴の許可について 

 

○立石委員長 

それでは、初めに、傍聴についてお諮りしたいと思います。 
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本日の会議を傍聴したい旨の届け出が２名の方から提出されておりますので、これ

を許可したいと存じます。 

   傍聴の人は、傍聴席へお願いします。 

なお、会議が始まってからの傍聴希望については、これまでどおり、会議の進行を

止めることなく、事務局で対応し、入場していただくということで、ご了承願います。 

    

■３ 議事 

 

（１）素素案の確定について 

 

○立石委員長 

それでは、早速、議事に移りたいと存じます。 

   初めに、次第の２（１）素素案の確定について、編集委員会の鈴木委員長さんから

ご説明をお願いしたいと思います。 

 

○鈴木委員長 

   編集委員長の鈴木です。一応、素素案がまとまりましたので、私のほうから説明さ

せていただきます。 

   皆さん、お手元に素素案があるかと思いますので、そちらをご覧ください。先に申

し上げさせていただきますが、まとまらなかった部分があります。これは、皆さんの

資料にはないのですが、やはり、５部会から出てきた内容を比較表という一覧にまと

め、さらに、これを一つにまとめる作業を長時間かけて進めてきましたが、まとめき

れなかったところがあります。 

まず名称ですが、これは４つまでしか絞れませんでした。これについては、実際ま

とめながら決めていくことでもいいのではないかというような意見も結構あったのと、

対話集会とパブリックコメント等で、意見を聞いて決めていってもいいんのではない

かということで、４つまでに絞り、この後については起草作業チームに委ねる形にな

りました。 

   それからもう一つ、前文です。前文については、４つの案が出ています。この４つ

の案をたたき台にして、起草作業チームが検討していただくことになるんですけれど

も、この前文について、まず説明をします。 

一つは、川口らしさを入れたいということです。この川口らしさということについ

ては、歴史だとか文化、それから立地ですとか、今、抱えている問題、そういった部

分についての特筆すべき部分、これは載せていこうじゃないかというところはありま

した。それから、将来こういう方向に向かっていけばいいのではないかという部分と、

あと市民が主権者であるべきこと、いわゆる基本理念的なことですね、こちらについ
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てはやはり載せるべきだというところでまとまりました。 

   １ページの３番の総則、こちらをご覧いただくと、この条例の前文に掲げる自治の

基本理念に則りという始まりになっています。ということで、ここに基本理念に則る

と書いてある以上、これに続くような前文を書かれなければいけないということです。

もちろん、この条文への持っていき方については、議論はさまざまありました。実際

は、基本理念については、やはり項目としてきちんと起こすべきだというところもあ

れば、前文である程度載せていけばいいのではないかというところ、これも意見が分

かれたところです。しかし、編集委員会としては、こういう形でおさまったというこ

とです。 

   それと、ページをめくっていただくと、皆さんお気づきになると思うんですけれど

も、素素案のたたき台のほうには、地域のビジョンは全部カットになっています。こ

の地域のビジョンについての取り扱いについては、前文に載せたほうがいいのではな

いか、もしくは載せなくてもいいのではないか、いわゆる市民憲章的なところの部分

があると、心の持ちようというか、愛着を持つだとか、こういった部分については条

文に載せるのはどうかと、それぞれに意見が分かれたところです。ですので、この部

分についての取り扱いは、前文に載せたらどうかという意見と、載せなくてもいいの

ではないかという意見で分かれたところなんですけれども、載せられるならば前文か

なというところでとどまっているところです。いずれにしても、地域のビジョンがカ

ットになっていることをご了承ください。 

   それから、前文の取り扱いについては、実は運営調整部会でも議論になったところ

なんですが、４つの部会から４つ案が出ているんですけど、それらをたたき台として

やると、もともと第１部会から出ていたもの、それから第２部会、第４部会、第５部

会から出されたものがありますので、そこを中心に議論していただくというところで

まとまっていますけれども、これの細かな文書については、起草作業チームで起こし

ていただく形になります。 

   次に３番の総則、目的のところになります。こちらのほうについては、先ほど申し

上げたとおり、自治の基本理念、それから自治の基本原則、特に自治の基本原則が載

ってないというような話がいろいろ出まして、項目としても出してないところです。

ですから、これについてはいろいろ議論があったというふうに説明のところに書いて

あるかと思うんですけど、今のところ自治の基本理念については前文のほうで、それ

から自治の基本原則については特に説明が必要だという意見は出ているんですけど、

項目として起こしていない状況になっています。 

   それでは、ある程度中心的なところを説明していきますので、よろしくお願いしま

す。 

   ２ページの条例の位置づけ、こちらのほうについては素素案のたたき台では「尊重

する」という形になっていました。けれども、最高規範性を保つ上では、あくまで強
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調しなければいけないというところで、「適合させなければならない」というふうにな

っています。ですので、本市の条例ですとか規則とその運営、それから市政運営につ

いては、この条例の趣旨に適合させなければならないという強調した表現になってい

るところが修正されたところです。 

   それから、定義のところです。定義のこの２つについては、特に自治のほうについ

てはかなり議論があったところです。ですから、これはちょっと前に出たものと違う

のではないかという意見があるかもしれませんが、編集委員会でこういう形にまとめ

ました。また、この２点に加えて、実は、協働についても定義をするべきではないか

という意見が出ています。４ページ目をめくっていただいて、協働の原則、こちらの

ほうについてはもともとたたき台では、協働の原則というところでかなりボリューム

があったところなんですけど、カットになっています。ここのところについては、相

当議論があったところですが、編集委員の方から聞いていただければと思うんですけ

れども、特にこの協働の原則について、定義等を載せたらいいのではないかという意

見と、やはりこういったものについては載せずに、今後将来的にも協働の形というの

はいろいろな捉え方があると、学識者の方に聞いても意見が分かれているところです

ので、今のところ保留になったまま、定義については載ってないという状況になって

いますので、ご了承ください。 

   次に、２ページ目の下のほうの市民のところです。この市民の権利のところについ

ては、多く議論したのは、市民の役割のところです。もともと市民の役割、責務にし

たほうがいいのではないかなという意見が結構ありました。実は、ページをめくって

いただくと行政の役割、責務、市長の役割、責務、それから議会の役割、責務と、そ

れぞれについてはすべて役割、責務というふうに書いてあります。ところが、市民は

役割だけです。これはさまざまな視点があって、バランス的におかしいのではないか

という意見もあります。その市民に対して責務というのを設けるのは、自治基本条例

にちょっとそぐわないのではないかという意見が多くありました。ただ、その役割の

中に責務が含まれているのではないかという意見もありましたし、これについては相

当議論がありました。ただ、今のところ責務については取り扱いを慎重にするべきだ

というところがありまして、もともと自らの発言と行動に責任を持たなければならな

いと、相当強い表現がたたき台にはありましたが、これはカットし、ある程度、市民

が自主自立的な市民活動によって、お互いの権利を尊重すると、ここまでであろうと

いうところは合意形成がとられたんですが、さらに強めて市民の責務というところを

謳うことについては、やはり慎重な意見も出ました。ということで、役割に止まって

います。ただ、やはり責務、市民の責任、これから協働についての考え方にもかかわ

ってくるところだと思うんですけれども、根強くやはり責務をきちんと市民も書かな

ければいけないんだという意見は多く出ていたということを重ねて報告しておきます。 

   それから、事業者の責務というのがまた項目としてあったのですが、これについて
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は役割というふうに変更されています。逆に、責務というのは重過ぎるのではないか

と、事業者には責務と、ほかのところは役割、責務とあって、何で事業者だけ責務か

というところは、やっぱり事業者の役割というふうに変更されています。変更につい

ては、以上です。 

   それから、３ページ目の一番下、市民参加、それから４ページ目の協働の原則につ

いて説明します。ここは、市民参加を保障するために必要な条例を整備するというの

と、協働を推進するために必要な条例を整備することは、一見すると、市民参加の一

環として協働があるんじゃないかという意見と、協働と市民参加は別物であるという

意見とで、非常に議論が分かれたところです。ただ、片方を残して片方をとるという

ような、そういったところにはなりませんでしたので、市民参加と協働については、

それぞれ個別条例を設置するということに、今のところなっています。けれども、両

方必要ないのではないかというあくまで１つでいいという意見もありますし、あくま

で協働は協働として、別個として、きちんとこの条例に載せるべきだという意見もあ

ったので、今のところ２つ載っています。また、協働については、先ほど申し上げた

とおり、定義等について、やはり載せるべきではないかという意見がかなり多くあり

ました。この考え方について話をすると相当意見が分かれますので、これについては、

編集委員の方々がよくわかっていますので、ぜひ聞いてみてください。 

   それから、４ページ目の下のところ、地域コミュニティと、これは仮置きした題名

がかなり変わっているんですけれど、もともとは、地域の連携という項目になってい

ました。これについては、ちょっと地域の連携というのでは意味合いが違うのではな

いかということで、地域コミュニティという項目に変わっています。もともとこの小

項目として挙げているところは、仮として事務局がいわゆる編集委員会でまとめやす

いように仮置きとしてつくった項目なんですね。ところが、これを体系として編集し

ていくという作業までは、至りませんでした。ですので、この小項目について、ここ

の部分にふさわしい、ふさわしくない、もしくは、流れ的にこうではないとか、市民

が先にきてとか、いろんな体系についての議論は、そのままになっています。ですの

で、起草作業チームのほうで、恐らくこの前文のところ、それから体系のところにつ

いては、大きく委ねられるところになってくるのではないかと思います。 

   それから、地域コミュニティの内容については、ちょっといろいろ議論があったん

ですけれども、カットされているところとしては、地域協議会とかいろんな個別事例

的なところは出たんですが、これについてはちょっと条例としてどうかというところ

が、法規の担当からありまして、カットになっているところがありますので、ご了承

ください。 

   それから、５ページ目の市政へのアクセス手段、ここで市民の提案制度という項目

がなくなっています。ところが、２番目の丸で全く同じ内容が出ています。これにつ

いては、市政へのアクセス手段という項目にするのか、それとも市民提案制度という
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のは、別途項目として残しておくべきなのかというところで議論が分かれました。ひ

とまずは、市政へのアクセス手段というところで大枠で書いています。内容的なとこ

ろで大幅に修正というところはないです。 

   ただ、これから説明していくところで、皆さんなぜと思うところがあると思います

ので、先に説明しておきますが、３番目に、市は審議会等の設置にあたり、原則、市

民を公募しなければならないとか、公益通報制度、この後、監査とか出てくるんです

けど、公益通報制度、それから情報公開とか、既に、川口市としてシステムとしてあ

るもの、ルールとしてありますというのをあえて項目として出しているところがあり

ます。やはり条例は簡素化したほうがいいのではないかという意見もたくさんあった

中で、既にあるものについては出さなくていいのではないかという意見は結構出てい

ました。けれども、やはり、あえて条文に載せておいたほうがいいのではないか、ま

だ市民に十分に浸透しているとはいえないのではないかということで残してあります。

ご了承ください。 

   ５ページ目の一番下の住民投票です。この住民投票についても、「住民投票を実施し

なければならない」と強調した形で残っています。これについては次のページに書い

てありますが、説明のところに注目してほしいんですけれども、投票権、例えば、他

市の条例では18歳以上だとか20歳以上とか、いろんな投票の要件、それから、市長、

議会それから市民のほうから出せる発議要件など、発議できることに対しての何分の

１とか、市民であれば50分の１とかあると思うんですが、そういったところについて

の詳細な規定については、今後、条例で示していけばどうかというふうに話はとどま

っています。これについては、細かな議論が出てくるとかなり難しくなってきます。

慎重に議論しなければいけないところだというところもありましたので、個別の条例

に委ねるというところでありました。 

   ただ、この住民投票については、条例の設置期限、ほかの個別条例もそうなんです

が、例えば、協働についての条例ですとか、市民参加についての条例、こういったも

のについての個々の条例については、このままでは、いついつまでできるとか、そう

いったものについては書いてないので、それであれば、附則等で、例えば、３年以内

に設置するとか、いついつまでに設置する、そういった設置期限をきちんと設けたほ

うがいいのではないかという意見もありました。もちろん、それは、あえて設けなく

てもいいのではないかという意見も出ています。ただ、やはりこういったものについ

ては、ある程度、３年とか４年とか期限を区切って、きちんと設置するところまで、

本文にきちんと書かないとやっぱりいけないのではないかと、そういう意見は、多く

出ていました。詳細な制定等について、その個別条例をどこでやっていけばいいのか

ということになっています。 

   ただ、これについては、各部会でこれからも逐条解説に載せたほうがいいのか、本

文にきちんと載せたほうがいいのではないかというところを、きちんと議論する必要
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があると思います。 

   それから、議会と市長のところについては、内容的には大幅に修正等はないんです

けれども、市長のところで大きく議論になったのは、市の出資法人の経営状況につい

て、適切な指導、調整を行うところと、市長は出資法人の長を兼ねることはできない

というような条文が、素素案のたたき台にはありました。これについて本文に載せる

べきか載せないべきかということは、かなり議論を交わしたところです。結果的には、

本文に載せてないのですが、ここの市長のところではなく、９ページ目の財政のとこ

ろで黒ぽつの３番目のところで議論が載っています。実際、部会から出てきた意見が

説明に載ってないのではないかという話になると誤解がありますので、９ページ目の

財政のところで表示していますので、ご了承ください。ここについては相当時間を割

いてやったところなんですが、今のところは本文に載せるまでに至らなかったという

ところです。ご了承ください。 

   行政の役割、責務、組織運営等については、ある程度文書的な構成をやったところ

にとどまっていて、素素案のたたき台にほぼ意見を載せた形になっています。 

   それから、８ページ目の危機管理ですが、素素案のたたき台については、かなり個

別事例的なところまで書いてありました。ただ、一般的な部分を載せておけばいいの

ではないかというところがありまして、個別の内容的なところではなくて、全体的に

総括的な自然災害とか人的災害というところで、実は素素案の段階で地震とか風水害

とかいろいろ個別なところを書いてあるんですけど、それにまとめた形で修正案とし

て書いてあります。 

   それから、行政評価、行政監査については、特に大幅な修正等はないんですが、先

ほど申し上げたように公益通報制度は、もともとあるものだけれども、ここで、あえ

て載せるというのは、先ほどご説明したとおりです。 

   それから、総合計画ですね、こちらについては、もともと最高規範ということを鑑

みれば、いわゆる条例だとか規則等の部分、それから市政運営に当たっては、この自

治基本条例の趣旨に適合させなければいけないと書いてあるので、わざわざいいので

はないかという意見も出ました。けれども、やはり総合計画というものに対して、そ

の重要性を鑑みて、項目としてきちんと載せようということで、あえて項目として出

そうという意見がありました。 

   ただ、皆さんお気づきになっていると思いますが、主語が「市は」と書いてありま

す。そうすると、行政の役割、責務の項目にみんな載るようになるのではないかとい

う議論もありましたが、あえて項目として出そうというのは、そういった重要性も鑑

みて、項目として載せようということになりました。 

   次に、財政のところですけれども、この内容については、具体的な部分が、実はた

たき台のほうに載っていました。ですけれど、これについては総体的な部分にとどめ

ようと、なおかつ、健全性や目標値の設定については、それを縛るようなルールがあ
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る程度できたということに、とどまったところです。 

   それから、情報公開や職員の能力向上、それと、国、地方自治、海外との連携につ

いては、特に大幅な修正はないですけれども、コンプライアンスのところについては、

実は、たたき台のほうでは２番目の丸がありまして、市民ですとか市長、議会が、自

治に関して権力を利用することはしてはいけませんというような文面がありました。

しかし、この条例の理念に基づいて高い倫理観をもって職務を遂行すれば、逆にそう

いったものはないのではないかということで、報告されています。 

   それから、９番目の市政オンブズマンについては、相当議論が分かれたところです。

つまり設置するか設置しないかということですね。この１０番目の条例の運用のとこ

ろにもかかわってくるんですけれども、運用推進委員会、いろいろ検証する、この条

例が設置されて、この後どうやって運用されていくか、これに基づいて適切に運用さ

れているかということについて、市政オンブズマンがあれば、この運用推進委員会、

検証する委員会は要らないのではないかという意見もありましたし、いや全く市政オ

ンブズマンというのは異質というか、内容が異なるものだから、２つあってもいいの

ではないかというところも意見が出ました。また、市政オンブズマンというものがど

うやって選ばれてどういう役割をするのかということに対して、ちょっとわからない

ということで慎重な意見があり、市政オンブズマンは現状はなくてもいいと、運用を

検証する部分の運営推進委員会の部分だけでいいんだということで、意見は割れたと

ころです。ただ、今のところは市政オンブズマンのところと運用推進委員会、両方あ

ってもいいのではないかというところで議論がとどまりまして、編集委員会としては

市政オンブズマンと運用推進委員会、両方併記という形になりました。 

   それで、１０番目の運用推進委員会なんですが、実は、もともとこれは２つの視点

がありまして、例えば協働をはじめ、いろいろな川口市の自治がきちんと進んでいま

すかという視点と、この条例が設置されて適切に運用されているのかと、例えば個別

の条例だとかいろんなものがきちんと進んで作れていますかという、そういうような

２つの視点がありました。最初に申し上げた自治がどこまで進んでいるのかとか、ど

うやってはかるんだという議論もありました。ですけれども、逆にこの自治基本条例

のほうが適切に運営されていれば、自治は進んでいるのではないかというようなとこ

ろがありまして、今のところあくまで条例の運用状況について検証するというところ

が、役割として残されたという形になっています。 

   そして、このところでもともと議会とか市長、本来はこの運用検証委員会がいろい

ろ検証した改善すべき事項だとか、この時代にそぐわないのではないかとか、いろん

なそういった部分については、議会が市長に答申して公表するというような文面にな

っていたんですけれども、この時点では市長になっています。これについてはいろい

ろ議論がありましたが、公表するということになれば、議会に、当然、聞くことにな

りますし、議員さん等も参加してますので、これもあくまで市長に提言をして、広く
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市民の意見を聞いて、見直し等必要があればやっていただくという形で、市長に提言

し、それから公表する。公表すれば、必然的に議会のほうにもということで、議会が

カットになっているというのは、そういう意味です。逆に、それで議会が動いてない

ということであれば、皆さんに意見を聞いていただくという形になるのではないかと、

あえて議会をここに載せるのは、そういうことでおかしいのではないかということで

カットになっているという意味です。 

   特に、この運用推進委員会のほうについては、１１ページ目の説明のところの３番

目に書いてあるんですけど、運用推進委員会、仮称になりますけれど、この選出方法、

構成メンバー、それと開催数、つまり設置した後でどんな方々がどういったところを

検証するのかということ、そして、選出メンバー、皆さんから出たのは、こういった

ような、これだけの規模ではないんですけれども、これよりも人数は少ないかとは思

うんですけれども、こういった形で市民の公募と有識者の方々が集まって、この自治

基本条例がきちんと運用されているかどうかをチェックして、審議する必要があるの

ではないかと思います。ただ、これが例えば年に２回しかないとか、必要なときにし

か呼ばれないとか、そういうことがあると、作るだけ作って終わってしまうのではな

いかというようなところがやっぱり疑問としてあったので、今後部会等で選出方法、

構成メンバー、それから運用推進委員会の開催日だとか、どういう形で設置されるの

かというところについては、逐条解説のところにきちんと明記するとか、そういった

ところについて個別的なところになりますけど、これはまだまだ部会のほうできちん

と検討してやっていくところではないかなと思います。 

   この素素案についてはあくまで素素案ですので、これから部会のほうで検討してい

ただいて、それからパブリックコメントも２０日にあります。それから、対話集会で

意見も出てきます。それから、市民フォーラムで出していただいた意見もあります。

これらをどうやって反映させるかということについては、これから部会、それから調

整部会でも議論して、起草作業チームにどうやって反映させるかというところを検討

することだと思います。ですので、皆さん、これはもちろん素素案として大幅な修正

ということはもちろんないとは思うんですが、ある程度、皆さんの意見がこれからも

反映されるような形になっていくと思いますので、いろいろご意見があるかと思いま

すので、今後の部会、運営調整部会のほうで意見を出していただければと思います。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。１７回を数える開催、延べ時間でいくと１００時間ぐら

いの議論を重ねていただいたものを約３０分程度で説明をしていただいたわけです。      

   委員長の報告につきまして、先ほどの運営調整部会でもいろんなご意見をいただき

ましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 
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○神尾委員 

   起草委員のメンバーを聞いてから意見を言ったほうがいいのか、今言ったほうがい

いのか悩んでいるんですけれども。 

 

○立石委員長 

   どうぞ、今、おっしゃってください。 

 

○神尾委員 

   はい。 

   本当にご苦労さまでした。一体何十時間検討されたのかと思うと、本当に頭が下が

ります。私もその中のほんの一部分の数時間をのぞかさせていただきましたが、大変

熱の入った話し合いを間近に拝見し、本当に頭が下がる思いがいたしました。ありが

とうございました。 

   １時間前にこちらをいただいて、幾つか思ったことを話させていただきます。 

   市民参加、それから協働のところ、そして市政のアクセス手段、住民投票といった

ところに必ず、別の条例、別の審議会といったようなことが出てきております。とな

りますと、この条例をつくった後に、また別の委員会、策定委員のようなものができ

て、そこで改めて市民参加が話し合われ、協働が話し合われ、住民投票が話し合われ

ていくのかなと思うと、今までの我々の話し合いよりも後からできるそちらの委員会

の意見が強くなるのかなと。そして、そこにはアクセス手段として市民を公募しなけ

ればならないとありますから、後からの委員会に入られた委員の方々が結局は、この

大事な部分、市民参加、協働原則、住民投票のところを作っていってしまうことにな

るのだろうかということを懸念しております。 

   それともう一つ、６ページでございます。議会のところを見ますと、「議会は、市の

意思決定機関として、市民の意思が市政の運営に適切に反映されるよう議決と政策提

言をしなければならない」ということで、この二元代表制において議会の責任は大変

重いと思っておりますが、戻りまして５ページ、住民投票、その議会と同じぐらいの

発言力でもって市民もまた住民投票を実施することができるとありますと、ここに何

か議会が市民の代表というよりも、議会と市民が意見が違った場合、敵対関係になっ

てしまって、そういう言い方はおかしいかもしれませんけれども、議会が市民の代表

なんだっていうところがどういうふうに体系づけられていくのかなというのが、わか

らないというか、関係がどうなっているんだろうと思いましたので、その辺は、今後

体系を練る中で考えていただければなと思います。 

   さてもう一点、最後になんですけれども、この策定委員にさせていただくに当たり、

私たち全員が書いた論文がございました。「あなたの考える協働でのまちづくり」、そ
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のときからのずっと疑問です。「協働」って何だろう。結局、私の協働って何だろうは、

この自治基本条例、素素案の中にも述べられることはなく、協働の定義づけというの

がないまま、協働ありきで発進しようとしております。もっと深く協働をこちらのプ

リントなんかにありますように、協働を深く深く学び考え、これが協働なんだと言え

る方にとっては、「協働」という言葉は非常に自然で身近なものでしょうけれども、生

まれて、このかた「協働」という言葉を知らずにきた一般の私のようなものにとって

は、協働って何だろうです。ずっとそれが解決されないまま、素素案に至ってしまっ

たことが何となく残念です。つまり何が言いたいかというと、一般の人にとっては協

働がわかりません。どうかわかる、そういうものにしていただきたいなと思っており

ます。 

   以上です。ありがとうございました。 

 

○鈴木委員長 

   ありがとうございました。 

   まず１点、最初にあった個別の条例をそれぞれ設ける過程についてのご指摘があり

ましたが、あくまで私の理解ですが、自治基本条例はそれぞれの条例に対してある程

度上位の最高規範性というものがありますから、上位である、つまり理念的なもので

あるから、ここでは、設置するということでとどめることになるかと思います。ほか

の市でも、そういった住民投票ですとか、市民参加の市民提案制度等について、でき

るという、そういう方向性を示しています。個別具体的な条例については、やはり３

年なり４年かけて、きちんと議論して作成する。例えば住民投票というものを作るの

に、逆に言うと、この策定委員会でそれをやるべきではないんじゃないか、もしくは

それをここで議論したら、相当分厚い自治基本条例ができますよね。それはこの条例

の性質としてそぐわないんじゃないかなと思います。あくまで方向性としてはこうだ

と示すのが自治基本条例だと理解していますので、条例が必要だというところにとど

まることでよいと思います。 

   ただ、もしこの中でどうしても必要、どうしても重要だというところは、本文に載

せるべきであると、皆さんからご意見をいただければと思います。例えば、住民投票

の発議要件です。これだけは重要だから、載せておきたい。例えば、投票要件として

１８歳以上という記述が必要だということであれば、その要件だけは載せておこうと

いうことになります。そのほかの部分については、個別条例で載せてくださいねとい

う形もあり得ると思います。全部が全部ではないと思いますし、皆さんがもしこれは

あえて根幹をなすところだから重要だと思えば、ぜひ本文に載せるべきだという意見

を出していただきたいと思います。それ以外の部分については、逐条解説でこういう

方向性で例えば条例は設置してくださいとか、こういうメンバー構成でやってくださ

いというようなところは、まだまだ検討の余地はあるかと思います。ただ、理念的な
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ものですので、本文にすべて載せるというのは無理だと思います。 

   それから、議会のところで、市民と議会の関係ですが、これはもちろん議員さんも

いらっしゃいますから、明確に反対をする方もいらっしゃると思います。つまり市民

の代表である議会と市民の関係性がおかしくなるのではないかという点で、先ほど発

議要件ということを申し上げましたが、市民から簡単にこういった伝家の宝刀みたい

なものを抜けないようにして、あえて何分の１というハードルを高め、簡単には抜け

ないようにしますということも一つの方法だと思います。私も住民投票について本も

いろいろ読みましたが、もちろんそういうバランスが議会とはあると思います。ただ、

議員さんが選ばれて３年とか２年とかやっぱり年数を経ていくと、いろいろタイムラ

グが発生して、その間に重大な議案がこれから１０年後、２０年後起きるかもしれな

いということで、住民投票は市民からの発議でつくったほうがいいんじゃないかと思

います。 

   ただ、発議の要件に高いハードルを設定すれば、その問題は解決できるのかなとい

う、個人的には理解しているところです。ですので、これについてはまだまだ他の意

見があるかと思います。 

   それから、協働のところですね、これについては、正直有識者の方が参加するたび

に違う意見を言うんですね。つまり何が言いたいかというと、先生方でも意見が分か

れているというところですから、逆に言うと協働は定義できない、だから定義しない。

これは個人的な意見です。つまり定義できないし、これから未来に向けて例えば団体

とこういう個人の関係だったり、団体とこういう行政との関係なのかって、いろいろ

形態が変わっていくわけですよね、昔はＮＰＯがなかったとかね。ですから、そうい

ったところはこれからも流動的に変わってくるかもしれないからこそ定義づけされて

ない、もしくは定義できないということが、私は個人的な理解です。逆に、皆さんで

これから一緒に考えていきましょうということで、個別条例のご指摘ということは、

そういうところもあるんじゃないかなと理解しています。もし編集委員の方で補足が

あればおっしゃっていただければと思います。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。浅羽委員どうぞ。 

 

○浅羽委員 

   第３部会の浅羽です。本当に編集委員会、ご苦労さまです。皆さんお疲れさまでし

た。今、お話を聞いていまして、まだいろいろ議論が分かれているところが幾つか残

っているんだなというふうに思いました。例えば、この市をどのように治めるのか、

市民の権利を確立するという形で治めるのか、あるいは一緒に協働でやっていくとい
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う形で治めるのかというあたりですとか、あるいは市民の責務を入れる入れない、ま

た市政オンブズマンや運用推進委員会のどちらを入れるか入れないのかというあたり

は、大きく議論が分かれているというふうに思ったのですが、そのあたりをぜひ今後

の部会でも、きちんともう一回議論し合っていきたいというふうに思いますし、また

起草委員会の中でもきちんとここら辺をどのようにするかということをぜひ議論をし

てほしいと思います。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。ほかにありますか。 

 

○高橋委員 

   今の浅羽委員のお話にも関係しますけれど、例えば、今、出ました住民投票の話、

私は余り積極的ではないんです。というのは、代表民主制をもう少し徹底していけば、

要するに、市民と議員さんとのいろんな意見交換など意思疎通が十分図れれば、本当

は住民投票という手の込んだ、イエス・ノーしか聞けないような簡単な方式で賛否を

問うよりも、議員さんを通してわかりやすく、あるいは議会でもいろいろ議論しても

らって、問題点はこうですよ、とつまびらかに市民に提起して、そういう中で市民の

イエス・ノーを聞くとか、あるいは反映させていくというのが、本当は地道な代表民

主性の基本的なところだと思うんです。だから、そう考えれば、住民投票が必要にな

ってくるケースもあるかもしれないんですけれども、余りにこのことに時間をかけて

やっていくべきではないというふうに感じています。 

   もともと住民投票一つの項目にしても、議論が尽きないんですよ。ところが、時間、

時間で追われて、私どもの第２検討部会でも話が出ましたが、いつの間にかほかの内

容に話が行ってしまい、掘り下げがちっともできないんです。ちっともできないとい

う言い方で私はいいと思うんですけども、そういう時間に追われて、果たしていいの

かどうか、もう少し時間をかけてやっていく必要があるのではないかと、私は思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 

○鈴木委員長 

   私が感じた全体的なことに関わることを申し上げるんですけれども、編集委員会を

やっていた感想として、感想になっちゃうんですけど、正直、会議は、１１時とか１

２時までやっていたんです。最初から議論が大きく分かれているところは、歩み寄り

があったかというと、もちろん歩み寄りがあった部分というのはたくさんありますが、

最初から例えば市民と行政の関係性を考えていくと、市民と議会、そういったところ

についてはもともと考え方が分かれているんですね。特に市民の責務なんていうとこ
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ろなど。ですから、そこに議論をたくさん時間かけたからちゃんとした結論が出ると

いうのは、少し考えにくいかなと思うんです。もちろん皆さんが全員納得できるもの

ができればいいですよ。それは理解ができます、でもしようがないなというようにな

ればいいのですが、これについて時間をたくさんかけたからかけた分だけ、皆さんの

多くの納得が得られるかどうかというのは、これまた別問題かなと、個人的には議論

を積み重ねている限りでは感じました。済みません、感想です。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。 

 

○神尾委員 

   ９ページの財政のところです。地方自治法第１４２条で規定している市長の兼業禁

止規定ですけれども、こちらを自治基本条例に載せなかった理由として、「屋上屋を重

ねることになるから」とあります。けれども、これを言ってしまうとほかの分も屋上

屋になってしまい、結局何も載せられなくなってしまうので、兼業規定をここから外

した理由として「屋上屋を重ねることになり」はおかしいのではないかなと思います。 

   それからもう一点、同じ場所なんですが、確かに１４２条で兼業禁止を規定してお

りますが、例外として２分の１以上出資している第三セクターについては、兼業を認

めるというようなことが書いてありますが、これについては地方自治法では定めてい

ないところではないかと思います。つまり地方自治法で書いてあるから書かなくてい

いと言い切ってしまうのではなく、むしろ自治基本条例で取り扱うべきは、地方自治

法に書かれているけれども、あとは各自治体で運用せよといったような微妙な部分、

そうしたところに踏み込み、例えば、これを市長のコンプライアンスである第三セク

ターの役員になったとしても、私物化せずに市民の福利のために働きなさいよといっ

たようなことを入れるとか、そういった他の法律には書いていないからこその微妙な

部分を踏み込んで書いていただけたら、もっときめ細やかだったのではなかろうかと

思います。 

   なお、今、私が話しているところについては初めて言うことではなくて、部会を通

して意見対応集等にも載せてございますが、回答が得られなかったので、今ここで質

問をさせていただきました。 

 

○鈴木委員長 

   ありがとうございます。詳しくは編集委員の方から説明をお聞きいただければと思

いますが、これについても何時間と議論したところであり、ここに書いてある以外の

部分、逆に言うと責任を持って市長が管理をしなきゃいけないという意味合いもある

というところは、多く意見が出たところです。つまりそれだけ出資しているとか、そ
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れだけ重要な機関である場合、逆にあえて市長以外、副市長がやっているとか、結局

ほかの役所の方がやっている、結局は市長だけを禁じたところで何かというところは

逆にあるんだというようなところもあったんですが、逆に責任を持って監督責任とい

うところでの側面もやっぱりあるんじゃないかという意見などは多く出ていました。 

   つまり禁止じゃなくて、逆にそれを責任持って管理監督する責任があるという側面

から、そうじゃないかというような意見もありました。ただ、屋上屋のことについて

は、まさにおっしゃるとおり、先に私も例えば公益通報制度だとか、情報公開のこと

とか、そういったところについては、実は個別に書いてある、さらにここに載せるの

はどうかというのは、まさにおっしゃるとおりだと思います。ただ、ここについては

急に個別事例的な話になったから、逆にバランスがよくないのではないかという話が

あったんですけれども、これ以上の明確なことは編集委員会の方から聞いてください。

ちょっと私もこれ以上は説明がうまくできないです。済みません。 

 

○神尾委員 

   ありがとうございました。 

 

○立石委員長 

   ほかに。もしご意見がないようでしたら、この案文を素素案として確定したいと思

いますが、いかがでしょうか。浅羽委員さん、どうぞ。 

 

○浅羽委員 

   何度もしつこいようで申し訳ありませんけれども、先ほどの編集委員会の中でもい

ろいろ議論が分かれていたという話を鈴木さんからお話をいただきましたが、この自

治基本条例という性格を考えますと、この市をどうやって私たちは治めていくのかと

いうところは、一番根本になるのかなと思いまして、恐らくいろいろな学説やいろい

ろな先生方のご意見などもあるとは思いますけれども、ただ私たちはこの自治基本条

例策定委員会を通して、しっかりとこの市を私たちはどう治めていくのかというのを

考えるというプロセスが大切なのではないかなと。この辺、今までいろいろスケジュ

ールに追われてなかなかじっくり考えるという議論は、各部会の中ではそれほどでき

なかったのではないのかなと思いますので、意見がたとえ一つにまとまらなかったと

しても、きちんとやはり部会の中でも起草委員会の中でも考えたいなとは思います。 

 

○立石委員長 

   今日、これが素素案と確定した後も、皆さんの意見、策定委員会の全体の皆さんの

意見を含めて、部会からの意見、さらには、対話集会やフォーラムでの意見、そして

これからパブリックコメントでいただく意見、そういったこともまだまだ盛り込まれ
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る可能性があると、そして議論を進めていくということを前提にした上で、これから

定期的にこの会議を進めていただきたいというふうに思います。 

   それでは、この素素案を本日をもって、自治基本条例策定委員会の素素案というこ

とにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。（拍手起こる） 

 

－ 異議なし － 

 

○立石委員長 

それでは、そのようにさせていただきます。 

いま一度、鈴木委員長さん初め、編集委員の皆様に改めて感謝を申し上げる次第で

ございます。ありがとうございました。（拍手起こる） 

   なお、この素素案につきましては、１０月２０日からパブリックコメントにかけ、

広く市民の皆さんからご意見等をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（２）（仮称）起草委員会の設置について 

 

○立石委員長 

 次に、（２）（仮称）起草委員会の設置についてでありますが、素素案が確定したこ

とにより、次の作業を行っていただく組織を新たに設置するものであります。 

   （仮称）起草委員会の役割としては、素素案に基づく前文、体系も含めて条文に近

い形の素案と解説を作成するという技術的・専門的な作業をお願いするものでありま

す。 

   さらに、市民フォーラムや対話集会、パブリックコメントで寄せられた意見等を検

討していただきます。メンバー構成等につきましては、各検討部会からのご意見を参

考にしながら、運営調整部会で審議をさせていただきました。前回の運営調整部会に

おきましていろいろなご意見をいただいたわけでありますが、まとまることがなかっ

たもので、最終的には私と５人の検討部会長さん、さらには鈴木編集委員長さんの７

人に一任され、調整をさせていただきました。そして、私のほうでは、まず皆さんの

ご意見を拝聴して、その上で私の個人的な私案を提出をさせていただいて、皆さんに

決めていただくというような形をとりました。 

   まず、メンバーは、この資料の２に書いてありますけれども、３人、そして学識者

が１人、公募委員２人ということを私のほうで提案をさせていただき、さらに人選に

つきましては、まず学識者といたしましては、第４検討部会の部会長でもあります三

宅委員さんを選考させていただきました。その理由につきましては、前回の運営調整

部会でも起草作業は三宅部会長さんが適任であろうというご意見もありましたし、さ
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らに私が部会長さん並びに鈴木委員長さんのほうに意見を聞いたところ、やはり今回

も複数の方が三宅部会長さんに推薦があり、私は法律の専門家でもある三宅部会長さ

んが皆さんの声として多いということで選考をさせていただきました。 

   さらに、公募委員の１人目は、第２検討部会の高橋委員さんであります。選考理由

としては、運営調整部会のメンバーの中からも１人選んで、その会の報告をいただく

ときに運営調整部会のメンバーを入れたほうがいいだろうということと、さらに編集

委員会がこれまで１７回行われたわけですけれども、これについてこのメンバーの中

で一番多く登場をされていたということであります。以上が選考理由であります。 

   公募委員のお２人目は、編集委員会から１人どなたかやっぱり入っていただくとい

う考えのもと、第３検討部会の森委員さんを選考させていただきました。これにつき

ましては、私あてに推薦があったこと、そして編集委員会の委員であり、編集委員会

を経験していらっしゃるということです。この選考理由によって、以上の３名の方を

私は選考し、５部会長さん並びに鈴木委員長さんに提起をさせていただき、ご了解を

いただき、さらには先ほどの運営調整部会でも皆さんのご理解をいただいたところで

あります。 

   このほかに鈴木編集委員長さんを推すという意見もありましたが、また一方で５つ

の部会から出てきた提案を素素案になるまでまとめていただいた手腕は、本当に非常

に私も高く評価しているところでありますが、編集委員会の正副委員長さんがこれま

で携わってきた時間、さらには能力、非常に大きなものがあると。またさらにこの正

副委員長さんに素案にする起草委員会のほうでかかわっていただくことは、過度の負

担を強いることになるんではないかと。一部の方だけにそういう負担を強いるのはい

かがなものかと、こういうご意見等がありましたので、そういった意見も尊重させて

いただきながら、以上で決めたわけであります。 

   実は、この前の運営調整部会でもいろんなご意見をいただきました。その中にはや

はり５部会あるから、５部会の中から１人ずつ選ばれるのがベストではないだろうか

というご意見、これは前回の運営調整部会でもいただきましたけれども、私もそのこ

とについてはそのとおりと思うところもあったんですが、今回は第１部会と第５部会

の中からは選ばれなかったという形になりましたけれども、これも５部会長さん、さ

らには鈴木委員長さんからいただいた意見の中で、より多い意見を私は尊重をさせて

いただいて決定に至ったところです。この人選については、非常に苦渋の決断をさせ

ていただいたわけでありますが、以上の理由、そして先ほどの編集委員会でもそれに

は部会の意見を担保するにはどのようにしたらいいだろうかと、それはやはり運営調

整部会という部会の中で起草委員会で上がってきた、議論しているものをしっかりと

検討していく、運営調整部会の会議もこれまでに増して開催していくと、こういった

ことで担保し、それをまた部会に持ち帰ることだというようなことにしようと、こう

いった意見で先ほど起草委員会の人選、さらには設置についての名称及び構成委員と
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いうことについてご理解をいただいたところです。 

   以上の説明をさせていただきましたが、皆様から何かご意見をいただければと思い

ます。 

 

 

○庵地委員 

   この３人の方について何かということではないんですけれども、先ほど推薦があり

ましたということでおっしゃっていたんですけれども、この推薦をしてそれで決まる

のであれば、ほかのどういったところからの推薦でどういういきさつがあってお決め

になったのかというところがちょっと不透明だとな思いました。推薦ができるのであ

れば、ほかにも推薦したかったという方があるのではないかなというふうに思いまし

た。 

   あと市民との対話集会というのを私たちも今週聞いたんですけれども、その中でも

５０万市民の川口市にありながら、たった５０人の委員会、そして昨年７月から始ま

ってから２年弱の時間で、本当に川口市の将来を決めてしまおうという自治基本条例

というものを決めてしまっていいのかという厳しい意見がかなり市民の方から寄せら

れました。私が策定委員会、今日、特に感じたんですけれども、もう終わりが決まっ

ていて、もうそこへのタイムスケジュールを無理やり合わせていこうとしているので

はないかというか、そういう意図をすごく感じてしまったんですけれども、先ほど高

橋委員がおっしゃったように、私たちの部会でももう少しここから深めるべきじゃな

いかというところが、よく深められていなかったりというふうに感じましたので、そ

この終わりのほうだけ決まっているのではないかというところについて、ちょっと足

踏みしてもいいのではないかなという感じがします。ですから、少人数の方のほうが

確かに話はまとめやすいとは思うんですけれども、起草委員会のメンバーについても、

それから着地点ですね、終点についてももうちょっと検討していただきたいなという

ふうに思います。 

 

○立石委員長 

   後の質問からまず答えさせていただきますが、私も基本的には議論に時間を費やす

ということはもっともだと思いますし、最初から一応あくまでもスケジュールはきち

んと立てた上で、いや３年でも４年でもいいですよということではなくて、当初に設

定をしたスケジュールに乗れるものなら乗って、その方向性で結論を見ようという方

向で進めていく。しかし、今までも多分組んだスケジュールとは違った形で進んでき

ていることも確かだと思います。途中で例えばこの素素案ができた段階で、パブリッ

クコメントをかけましょうということ、さらには対話集会をやりましょう、それから

フォーラムをやりましょうと、当初何も計画してなかったことで起こってきていると
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ころではないかなというふうに思っています。それはすべて部会で検討していただい

て、運営調整部会で決定をして進めているということでありまして、スケジュールも

毎回変更されているんですね。そういった意味では議論が足りないんであれば、ぜひ

運営調整部会のほうに言っていただいて、議論をする場面をつくっていけばいいかな

ということを感じています。 

   もう一点、推薦のあったという話でありますが、私が私案をつくるに当たり、５部

会長さんと鈴木委員長さんに、このメンバー、さらには人数、どのように進めるかと

いうことについてご意見をいただいたところです。そこの中で推薦があったというこ

とであります。 

   以上です。よろしいですか。 

 

○庵地委員 

   ありがとうございます。 

 

○立石委員長 

   ほかに。よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

○林委員 

   私、広報・ＰＩチームにも入らせていただいていまして、それで対話集会に関わら

せていただきましたが、自分が同じ部会の皆さんと一緒に直接関わったほかに、日程

が合ったのでほかの部会の方が担当されている対話集会にも一市民の立場ということ

で参加させていただきました。その中で、今、庵地さんがおっしゃったように、例え

ば、もう少しゆっくり考えて条例を策定してもいいんじゃないかという意見が、たま

たま私が行った複数の会場で出ておりました。また、ある会場なんかは、小さい子ど

もを連れた若いお母さんから、年齢の高い層まで幅広い参加があり、そういった方々

が、真剣に、本当に策定委員じゃないけれども、自治基本条例に高い関心を持ち、い

ろんな感想、ご質問、ご意見等をおっしゃっていました。 

これからパブリックコメントで広く市民から意見を聞かれると思いますが、素素案

が先ほど皆さんの拍手で一応確定はいたしましたが、いろんな方々の思いをぜひこれ

からも、思いを酌み取って、素素案に入ってないからだめだとか、素素案を超えるか

らだめだとか、そういうことではなくて、本当にこれからの川口をつくっていくため

に、次の未来世代に残すために、本当に大事なんだという原点を大事にしながら、ぜ

ひ前向きに反映させていただきたいと、切に思います。何て言ったらいいのかわかり

ませんけど、広報・ＰＩチームの立場としても、二重の意味で意見を言わせていただ

きました。よろしくお願いいたします。 
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○立石委員長 

   貴重な意見、ありがとうございました。ほかにありますか。 

 

○吉澤委員 

   第４部会の吉澤でございます。起草委員会では、人数も狭まれていくとなると、ス

ポーツカーと同じでちょっとハンドルを切るとかなり内容が変わってしまう状況にな

ってくるんじゃないかなというふうに一つ思うので、一方は今だけの条例じゃなくて、

将来大分高齢化したりとか、そういうときに執行されるのかなということ。もう一つ

は、今決めたとしても、それが何年か後じゃないと執行されていかないというか、そ

ういう基準でのお仕事をこれからされるので、ぜひとも魂は現場に宿るということも

ありますもんですから、これから委任された皆様方がかなりの部分を背負っていくこ

とになるので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

○立石委員長 

   貴重なご意見ありがとうございました。 

 

○小島委員 

   編集委員をさせていただいたんですが、非常にタイトルとか前文とかビジョン、協

働、すべてにおいて審議未了な部分がたくさんございます。体系もできておりません。

そういった状態で、この１カ月半で３名の委員でやるという起草委員会は、非常に大

変だと思います。 

   それと、第１検討部会と第５検討部会からは出てないということで、調整がこの部

分によりますと、運営調整部会と調整しながらと、各検討部会は何をやっていいかわ

からないというような状況も考えられるんですね。編集委員会の我々も、会議が６時

３０分ぐらいから始まって１２時までかかることもあり、なかなか審議が進まない状

況だったんですね。それを１カ月半で３名の方がまとめていくというのが大変だなと

いう感じがするんですが、そこら辺のことをちょっと確認したいと思うんです。よろ

しくお願いします。 

 

○立石委員長 

   今までも編集委員会の中で、今日のこの素素案にまでまとめていただきました。先

ほど鈴木委員長さんも運営調整部会での報告の中で、例えば２つの意見に分かれたと

きに、お互いの意見が尊重し合ってわかりあえるんだけれども、決することには至ら

なかったと説明されていました。要は、当初から考え方の違いが委員さんの中にもあ

り、それをまとめる作業ができた部分とできなかった部分がある。そういった意味で

は、時間をかけなかったからできなかった、時間をかけたからできたということだけ
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ではないというのが、先ほどの報告にありました。素案をつくるに当たって、３人の

起草委員会のメンバーを選考させていただいて、１カ月半という時間が果たして短い

のか長いのか、やっていただいて途中でまとまらなければ、また時間が延びるという

ことも私はあり得るのかなというふうに思います。 

   ただ、あくまで先ほどもお話ししましたけども、当初の計画に基づいて進めていく。

しかし、そういうところに多分当初はパブリックコメントで１回だけで素案ができて

からというような話もあったかと思うんですけど、当初の計画ではですね。しかし、

やはり素素案をまだ固まらないものを市民の皆さんにご意見をいただこうというよう

なこともあって、素素案をパブリックコメントにかけることにしたんですね。そうい

った意味では、これからも素案をつくるに当たっては、先ほどから皆さんの意見をも

っと尊重してもらいたいという意見がありましたが、そういったことはこれからぜひ

ご意見をいただいて、起草委員の皆さんにそういったことを取り入れていただきたい

というふうに思います。 

   そして、部会との関わり方ということがありましたけれども、これからパブリック

コメント等や、今日これが確定したわけですけれども、これについてもまだ部会の皆

さんでご意見をいただけることもあるかと思います。さらには、パブリックコメント

の内容や対話集会でのご意見等を部会員の皆さんにご紹介をしていただき、それをま

た部会で議論をしていただくという作業があるかと思っています。 

   そして、起草委員会で行っていることを運営調整部会に報告をいただき、その運営

調整部会で報告があったことを各部会にフィードバックをするといいますか、また議

論をしていただく。もしかすると起草委員会でどうしてもまとまらない点について、

部会にもう一度議論をいただきたいと、こういったようなこともあるかもしれないと

いう気がいたします。 

   ほかにありますか。 

 

○河合委員 

   これまでのスケジュールに関連して、私のほうから質問させていただきます。 

   これまでスケジュールで、要は１カ月半の間で起草作業ができるのかという質問が

ありましたけれども、確かにそれも重要な点ではあると思うんですけれども、自分が

心配しているのは、要はこの起草作業というのは本当にその気になればできるわけな

んですね。ある観点からばっさり切り裂いてしまえば、簡単にできるわけなんですけ

れども、心配しているのはその作業を行ってしまうのかどうかということです。しっ

かり話し合われた上で、そういったことを行うことができるかどうかということが私

は心配です。 

   もう一つは、個人的にはもう１カ月半という時期というのは相当厳しいなというの

があって、事前にもう編集委員会でも述べたんですけれども、一応その理由を言いま
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すと、切り詰めの作業というのは非常に慎重さを伴うもので、まず議論が必要になっ

てくる。もう一点は、今まで編集委員でやるべきところについて省いてきた作業とい

うのがかなりあるわけで、起草委員には、それを補足するような責務があるわけです

ね。なので、それを補うようなところを取り組んで、さらに時間がふえると。なおか

つ、専門的な話になってくるので、知識のない公募の委員の間と専門家の間での知識

の相互了解が必要になってくると思います。そのための調整に時間がかかります。ほ

かにもいっぱいあると思うんですけども、それらをすべて合わせると日程的に、相当

厳しいと思われます。その上で１カ月半と一応決めてあって、個人的には期間が心配

なのではなくて、どこかでばっさり切るようなところが入ってくるんじゃないかとい

うところが心配なんです。そこについて、多分、これを言っても余り意味はないと思

うんですけれども、要は注意していただきたいというか、一応意見ということで述べ

させていただきます。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございます。先ほどもそのようなご意見をいただきました。この素素案

を素案にしていくに当たって、ここに書かれてないことがもし書かれるようなことに

なってしまうと、要はそういったときはきちんと運営調整部会でもチェックをしよう

じゃないかと、そのために、運営調整部会を急きょ開くと、そういったことになると

いうようなことの意見がありました。そういうような進め方をしないと、また部会の

皆様に意見を聞いたり審議いただく時間もつくったりしなければならないときがある

というふうに思います。 

 

○大﨑委員 

   一つ提案があります。 

 

○立石委員長 

   はい、どうぞ。 

 

○大﨑委員 

   第４検討部会の大﨑です。今、素案をつくるという最後の話になっておりますが、

それがつくられると条例案が確定するわけですね。議会で審議するわけです。それで、

私の提案はこの３名の中にもう一人、議会の人を入れていただけませんか。それは議

会で通りやすくするためです。おれはこんな自治基本条例は知らん、だから議会は議

会だというような感覚になりますと、このせっかくつくった議案が通らないことだっ

てあり得ます。これはネガティブな言い方ですけれども。やはりスムーズに市民のた

めの自治基本条例をつくるなら、市民の代表である議員の方にも入っていただいて、
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議会の中でもみんなが賛同するような行動を起こしていただきたい。これが一番大事

じゃないかというふうに思います。おれは知らなかったということでないようにして

いただきたいです。そういう意味で、議員の方の参加をお願いしたい。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   逆に、運営調整部会で議員は入らせないほうがいいというような、そういった声も

私は多かったかなというふうに思います。さらには、５部会長さん、鈴木委員長さん

に私がこの私案をつくる前にご意見をお寄せいただいたのですが、そこにも議員さん

を入れるということをおっしゃる方は、どなたもいなかったというのが現状です。 

 

○大﨑委員 

   議員には異議ないんですね。 

 

○立石委員長 

   議会でまた改めて審議をする時間をとるようになります。 

 

○大﨑委員 

   改めてというのはおかしいと思いますが。 

 

○立石委員長 

   それは改めて議案を審議することになるという意味です。 

 

○大﨑委員 

   それは形式的ですね。何のために議員をこの委員会に入れたのですか。やはり市民

の代表としてやってくださっている、その人たちが一緒になって、議会でこれを通さ

なくてはいけないからです。 

 

○立石委員長 

   別の意味では、全議員にこれまでも２回、この自治基本条例の進行状況や文面等も

提示をして、さらに議員の研修会という形で理解を深めていただく作業をやってきて

おります。 

 

○大﨑委員 

   結構です。わかりました。 
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○立石委員長 

   そういったことをぜひ起草委員会の皆さんに注意してやっていただけるように、私

からもお願いしたいと思います。 

   ほかに、ありますか。 

 

○吉澤委員 

   今、手続のお話が出て、運営調整部会を２回ほど開くというような話がありました

けれども、そうだとするとやっぱり部会の開催との連動性もしっかり担保していただ

いて、運営調整部会は集まったんですけれども、そこで決めちゃって部会に返れない

とか、何も意見を聞かないで決めたんでということがないように、一つは記録を別に

議事録にまとめるとか、その辺のところをしっかり担保していただいて、部会によっ

ては出ない方がいらっしゃるわけですから、その場合にはどのような対応をするか、

今までと違った形をひとつ考えていただきたいなと思います。人数が３名ということ

で、かなりの速度を出すということですから、先ほどスポーツカーと申し上げました

ので、一般の我々の普通の軽トラぐらいがついていけるようなレベルで情報を提供し

ていただきたいと思います。 

 

○立石委員長 

   先ほども運営調整部会で出ましたけれども、議事録で一言一句出すとちょっと意見

が言いにくくなってしまうというような、そういう弊害のないためにも、内容的に問

題のないことはぜひ公表する形で皆さんに各部会でご意見を深めてもらえるものがあ

れば、ぜひさせていただきたいというふうに思います。 

   ほかにありますか。はい、どうぞ。 

 

○林委員 

   第１部会の林ですけれども、さっき、一つ意見を述べさせていただきましたが、前

回市民フォーラムが行われたときに、川口市内から参加された方がもちろん多いわけ

ですけれども、市外からも実は市民フォーラムに参加された方がいらっしゃいます。

また、川口市で現在こうやって策定が進行中ですけれども、ほぼ同時期に近隣のとこ

ろでも策定が進められているところなんかもあります。また、近々うちの市でも策定

をやりたいなというところなんかも聞こえてきております。そういったところで私た

ちどうしても川口市民は、この策定を行うときに川口市内のことだけしか恐らく目が

行かないというふうになりがちなところが、もしかしてあるんではないかと。実は、

そうじゃない、市の外側からこの私たちが今携わっているこの自治基本条例がどんな

中身を持ち、それからどういう過程を経てつくられていくのか。それを市外の方々が

いろんな期待や、あるいは関心などを持って見つめているのも本当だと思います。そ
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うした中で私たち川口市民として、これから残していくべきこの自治基本条例を本当

にこれから起草委員会の方々とか大変な思いをされるかと思いますが、そういう川口

市内のことだけではない、もう川口市でこれだけつくったんだよと言って胸を張って

誇れるようなものをお示しできるようなものをつくれていけたらなと思っております。

市外からそうした動きも期待もお聞きしておりますので、その点もあわせて追加の意

見ということでお話しさせていただければと思いました。よろしくお願いいたします。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。ほかに。はい、木岡委員。 

 

○木岡委員 

   第５部会の木岡です。編集委員会にも携わった関係で一言ちょっと言わせていただ

きたいんですが、編集委員会で確かにまとまったこともあれば、結局まとまり切らな

かったなという両面ありました。ただ、とはいえ編集委員会のメンバーであれだけの

時間、５月からかけて毎回何時間もやってという中で、議論をすればするほど内容に

ついては濃くなったし、発展したのかなというふうに考えているので、先ほど鈴木委

員長がなかなか、いくら議論してもだめなものはだめなのかなというような趣旨と私

にはちょっと聞こえてしまったんですけれども、とはいえ議論をするということが大

事なのかなというふうにすごく痛感しているということを、ちょっと一言述べさせて

いただきたかったのと、今日この後、起草委員会ということになれば、ちょっとこの

３人ということになると、例えばですけども、第５ばかり言うなと言われると何です

が、第５部会として、対話集会の意見を受けたりとか、パブリックコメントの意見を

読ませてもらった上で議論をした内容を、どう起草委員会に届けるのかというところ

が何とも見えてこないというのが正直な思いとしてありまして、そこが担保されない

中で起草委員会が進んでいくと、しかも編集委員会で合意できたこともあればできな

かったこともあるという中で、１カ月半でどこまでできるのかなということで、本当

に１カ月半で、余り議論ができない中でつくり上げるとなれば、今回出た素素案を１

回基本的にもう外れられなくなってしまうのではないかというふうに思います。それ

で、もっと言ってしまえば、これで議論は終わってしまうのかなというような心配を

ちょっとするので、この形でいった場合、各部会から出た意見、またはパブリックコ

メントや対話集会で出てきた意見をいかにそれを届けて反映させて議論をしていくの

かというところが見えないと、ちょっとこのままだとどうなのかなという思いがある

から、ちょっと意見します。 

 

○立石委員長 

   先ほど、運営調整部会でも金井部会長さんから、その点について説明がありました。
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要は、私が５部会長さんに、試案をつくるに当たってどのようにしたらよいかという

提案をいただいた中で、人数は少人数にするけれども、今、木岡委員さんが心配され

る、要は部会との調整というか連携というか、それを担保するということも重要であ

る。その担保するということについては、運営調整部会の中では、今のスケジュール

以上に運営調整部会を開催して、そこでお互いの部会からの意見や起草委員会からの

意見を調整したり、また、先ほどもお話ししたように、部会にまた戻していくのか、

部会の意見をそこでも述べる機会をつくるというようなことを担保していこうという

方向で進めようということになりました。 

 

○木岡委員 

   ありがとうございます。確かに私も先ほどの運営調整部会、傍聴させてもらってい

たので、お話は聞いてはいたんですが、残念ながら、第５部会でじゃあ意見なりいろ

んなまた次の議論がなされて、こんな議論も出たよというような、出てきた場合に、

運営調整部会に１回出て、そこからまた起草委員会にいくという段階を踏まざるを得

なくなってくるというとこで、そこまで１カ月半の間に機動的にできるのかと、そん

なしょっちゅう運営調整部会が開催されるのかなという不安がありますし、やはり段

階が入れば入るほど真意というのは伝わりづらくなるであろうというあたりも危惧す

るところなので、何かもっといい方法はないのかなというのが正直な思いです。 

 

○立石委員長 

   今までも多分、部会に編集委員会から戻っていく作業があって、今日、起草委員会

が設置されれば、これから起草作業に入っていただくわけでありますけれども、今ま

でにも議論をしていただいて、また各部会で議論していただく。その上で、またさら

にまとまらなかった部分等を形にしていく、そしてまた、このところでいただいた意

見を参考または取り入れるというような作業になっていくということですが、その期

間でいうと、本当に、この後スケジュールについてお話をする形になるかと思います

が、それで足りるのかどうかということは、まずスタートをしてからということにな

ってくると思います。ですから、今、木岡委員さんが心配されている点も私もよくわ

かりますが、あえて私はこの起草委員会の設置、そしてメンバーの人選、目的等をこ

こでぜひご理解をいただいてスタートさせていただき、そして、そんな中で起草委員

会の議論が足りないということであれば、またその時点でそういった議論をさせてい

ただきたいと思っています。 

ほかに、ご意見はありますか。 

 

─ 異議なし ─ 
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○立石委員長 

   特にないようですので、それでは、今、いただいたご意見を参考に、起草委員会を

進めていただきたいと思いますが、このような形で進めさせていただくことでよろし

いでしょうか。 

 

─ 異議なし ─ 

 

○立石委員長 

   ご協力ありがとうございました。それでは、起草委員会を設置して進めさせていた

だきたいと思います。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

 

○立石委員長 

   次に、議題の２（３）今後のスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願い

します。 

 

○総合政策課長 

   お話の中にスケジュールのことが出ておりまして、改めてここでスケジュールのお

話をするのは、非常にしにくい場面でございますが、説明させていただきます。 

   本日の第９回運営調整部会、さらにこの第５回全体会で、ご承認をいただきました

起草作業のほうに移らせていただく考えでございます。 

   また、中段にあります各検討部会におかれましては、まずは対話集会で意見をいた

だいたものを取りまとめていただき、起草委員会の方にご報告をいただくよう考えて

います。その後は、起草委員会で素案に対してのご検討もいただきたいと思います。

また、意見が割れている部分など、その辺の意見についても各部会で検討をお願いし

たいと考えております。 

   また、下段にありますパブリックコメントにつきましては、素素案に対しまして１

０月２０日から１１月１８日の３０日間で行います。この意見に対しましては、事務

局で取りまとめて起草委員会にご報告させていただき、ご検討いただきたいと考えて

おります。 

   また、あわせて後日、職員向けのパブコメもかけてまいります。職員向けのパブコ

メには、広報・ＰＩチームからの依頼でありますアンケート調査を兼ねたものの対応

を考えているところでございます。 

   なお、起草委員会においては、素素案の範囲を超える意見等については運営調整部

会を必要に応じて開催し、調整しながら進めることも視野に入れておりますので、こ



 

- 33- 

の対応についてもご了承を願います。したがいまして、起草委員会はこれらを受け、

おおむね１２月上旬には素案の完成をいただき、さらに、運営調整部会及び全体会を

開催し、お諮りさせていただきたいと思っております。 

   なお、１２月中旬の日程を確定させていただきました。１２月１７日水曜日、運営

調整部会さらには全体会の開催を予定しておりますので、あらかじめ日程の確保をお

願いします。また追って通知をさせていただきます。 

   素案が承認を得られましたら、引き続き、第２回目のパブリックコメントを予定し

ております。通常パブリックコメントは１回３０日間と決められておりますが、今回、

２回のケースは本市では初めての試みになります。したがいまして、第２回目のパブ

リックコメントについては期間を１０日間とさせていただき、そこでの意見も同様に

起草委員会に報告をし、ご検討いただきたいということでございます。あわせまして、

各検討部会でも素案というものができ上がっていますので、その検討もいただきたい

ということでございます。 

   そして、年明けの１月中旬には起草委員会で素案の完成をしていただき、これを第

１１回になってますが、この運営調整部会及び全体会議にお示しをさせていただきま

して、了承を得ましたら、この素案で答申となるということであります。したがいま

して、この答申をもって、市において、条例本審査を経て条例案が確定され、その条

例案を２月上旬の部会、全体会におかけいたしまして、その後は議会の議決の流れに

より、平成２１年３月議会に提案し、上程後、議会でご審議いただいて、議決をいた

だくという流れを現在のところ考えております。 

 

○立石委員長 

   スケジュールについての説明がありました。ご質問がありましたら、お願いいたし

ます。 

 

○大﨑委員 

   第４の大﨑です。今、素案をつくるとか条文をつくるということに、皆さん時間が

あるのかないのかなと心配しておられるわけですね。私もその一人です。で、議会の

ほうを見ますと、２月中旬から３月末まで、できたものを審議するのに１カ月半かか

る。それで、それ以前のところはもう死に物狂いでやってる。何か作業の濃さが違う

のではないかと思います。できましたら、議会のほうをもっともっと精力的に審議し

ていただいて、この日程を、素案をつくるとかそれから条例の本審査、こういうもの

にもう少し余裕を持たせてもらえるような工夫はできないものだろうか、議会で１カ

月半は長すぎる、そう思います。 

 

○立石委員長 
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   これは、２月の中旬の議会の全員協議会というのが、多分、この時点で条例案がで

きていればここで全員協議会でまず紹介をしますよという形で、議会自体は３月の上

旬から下旬にかけての１カ月間という審議の流れだと思います。しかし、審議する前

に、案ができた段階で全員協議会で紹介するという形もございます。 

 

○大﨑委員 

   ということは、全員協議会がなくてもいいんですね。 

 

○立石委員長 

   なくてもいいという考えもあるかもしれませんけれども、要は、やはり理解を深め

るという意味で、今までも全議員に対して、自治基本条例の進捗状況、自治基本条例

とは、そういったことをやっていくということで説明してまいりました。この３月議

会の前に、議会のほうでまた説明会等もやることは考えております。 

 

○大﨑委員 

   今、委員長は、議会のほうが勉強会を大変多くやってる、だからそういうようなこ

とは心配しなくていい、そういうふうに言われました。にもかかわらず、ここでは全

員協議会でやらなくてはいかん、それでは矛盾するのではないでしょうか。 

 

○立石委員長 

   それはちょっと、解釈の違いがあります。たくさん勉強会をやってるということで

はなく、実は市民の皆さんからも、議会も基本条例についてしっかり理解をするよう

に、行政もしっかり理解をするようにというようなご意見もありますし、我々議会と

しても、その自治基本条例というのは川口の大切な条例であるというふうに理解して

勉強しているということです。 

   ほかにありますか。 

 

○林委員 

   今回パブリックコメントが２回想定されてますけれども、第１回のパブリックコメ

ントは日時、期間がはっきり明示されております。で、２回目のパブリックコメント

を12月中ということで、10日間という期間は書いてありますけれども、いつからいつ

までなのかというのがここに明示されておりませんけれど、現段階でいつごろという

のは、今からでも見えてる部分はあるんでしょうか。ちょっと書いてないので、その

辺もお聞きできたらと思いまして質問しました。よろしくお願いいたします。 

 

○立石委員長 
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   多分、これは起草作業がまだ確定できてない状態ですので、運営調整部会、さらに

は、策定委員会を開いてご理解をいただければ、その後、パブリックコメントに移れ

るということで、日程がはっきり決まるのかなと思います。したがって、今の時点で

は、すべてこういう方向で行きたいという予定はあくまで予定であり、日程を示すこ

とは、現時点ではちょっと難しいかなと思います。 

 

○林委員 

   わかりました。ありがとうございます。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。 

 

○浅羽委員 

   細かい質問で恐縮ですが、職員向けパブコメをアンケートを兼ねた形で実施してく

ださるということで、非常に、ぜひというふうに思います。ひょっとしたら広報・Ｐ

Ｉチームの方に質問になるかもしれませんが、このパブコメについては、職員さん向

けのパブコメについては無記名という形になりますでしょうか。できましたら、記名

をするという形になりますとなかなかいろいろ書きづらい面もあるかと思いますので、

ぜひ無記名で自由に職員さんたちが書けるような形のアンケートをとっていただけた

らと思います。 

 

○立石委員長 

   アンケートの詳細は、決まっているのですか。 

 

○総合政策課長 

   広報・ＰＩチームのほうから案として出されている職員向けアンケートは、内容が

パブコメとほとんど同じで、同じものを２回やるのはいかがなものかということもあ

りまして、つまり、「自治基本条例をあなたは知ってますか」というような問いかけは、

普通はパブコメにはありませんので、そういう内容を入れてアンケート形式で対応さ

せていただこうかなと思っています。一応、無記名でつくっているそうです。 

 

○浅羽委員 

   ありがとうございます。 

 

○林委員 

   事務局からのお話に、広報・ＰＩチームから若干補足をさせていただきます。 



 

- 36- 

   今まで、いかに市民に浸透させ、この自治基本条例を知っていただき、また質問・

ご意見なども酌み取っていくかというお話がかなり多くの部分出てたかと思います。

しかし、先ほど協働というお話、外面はいろいろ論議を深めていくことかと思います

が、ともに手を携え、よりよい川口をつくっていくという市職員さん、川口市役所を

担っていくこうした方々に自治基本条例を知っていただき、またご意見なども伺うと

いうことで機会をつくれたらと思います。 

   最初、職員対象の対話集会というお話もありましたが、時間的あるいは諸条件の中

で難しいということもありまして、職員アンケートという形でやったらどうかという

ことで、それも忌憚のないご意見で答えやすくしていくために、無記名という形をと

ろうということで、また、質問内容についても広報・ＰＩのほうで、事務局さんとも

すり合わせながら、現在、進めております。 

   その中で、実は、川口市において、条例や基本計画を策定する際に、市民向けのパ

ブコメとあわせて、これまで市職員さんを対象とした庁内のパブコメも慣例として行

われてきたんだそうです。そういった中で、今、事務局さんからもお話があったよう

に、広報・ＰＩで進めさせていただいていた職員アンケートとそれから庁内パブコメ、

これがある意味で趣旨や、それからお尋ねすることの内容が非常に共通し、重なる部

分も多い。同時期に同じものが２つ出てきた場合に、それを受けとめる市職員さんも

「あれ、どうしたんだろう」とか答えにくかったりするかもしれません。ですから、

ここでは市職員さんに知っていただく、また、ご意見をくみ上げるということが大切

なので、庁内パブコメの一環として職員さん対象のアンケートを進めていこうという

ことで、現在進めております。 

   一応事務局さんのほうに、この間の広報・ＰＩの動きを浅羽さんの質問に対するご

回答として補足させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。 

 

○河合委員 

   初歩的な質問なんですが、スケジュール表の右下の条例案予備審査について質問し

たいんですけども、条例案による審査というものが12月中旬から始まるんですけども、

これはどのようなものなのかということを確認しておきたいと思います。要点として

は、素案がどのように扱われるのかということと、自治基本条例策定委員会とどのよ

うな関係になるかというところをご説明いただきたいと思います。 

 

○立石委員長 

   事務局。 
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○総合政策課長 

   基本的には、条例案予備審査というのは、条例をつくる前に、こういう条例をつく

るということでスムーズに本審査へいけるように、事前に審査を行うものでございま

す。ただ、今回の場合は、既に法規担当が条例策定に関わっており、いわばその予備

審査をする担当者が入っていますので、実質的にはこの辺はクリアされるのかなとい

うふうに思っております。ただ、形式上はこういうものが必要だということでここに

記載してあります。 

   したがいまして、素案ができた段階で、ある程度その辺は進めていって、本審査に

速やかに移行できるような対応を考えております。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。 

 

○河合委員 

   今の質問に関連して、その予備審査でチェックしたところで、ちょっとまだイメー

ジ沸いてないんですけれども、何らかの意見が自治基本条例の策定委員会や検討部会

で関係してくるとか、そういったことはありませんでしょうか。 

 

○総合政策課長 

   例えば川口の条例としては、こういう表現で統一しているということで、やはりそ

の辺の微調整というのは当然出てくると思います。言葉の微調整でフィードバックす

ることはあると思います。 

 

○立石委員長 

   ほかにありますか。いかがでしょうか。 

 

― なし ― 

 

○立石委員長 

   それでは、先ほどの進め方でいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

■４ その他 

 

○立石委員長 

   続いて、議題の３その他でありますが、平成19年に設置されました市民パートナー

ステーションで活動する「川口市市民活動と行政との協働推進懇談会」から、素素案
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のたたき台について、資料４のとおり、私あてに意見が提出されております。ご報告

させていただきます。資料４をご覧いただきたいと思います。また、同会から、自治

基本条例について話し合う機会を設けてほしいというご依頼が事務局にありました。 

   これらの対応について運営調整部会で協議いたしましたが、まず、この意見書の取

り扱いについては、起草委員会で対応するということであります。続いて、自治基本

条例を話し合う機会については、広報・ＰＩチームの方に担当をしていただいて対応

をご協議いただくということを運営調整委員会において決定しましたので、ご報告を

させていただきます。 

   次に、広報・ＰＩチームから提案のあった対話集会についてですが、開催につきま

しては、運営調整部会で慎重審議してまいりましたが、委員の皆様におかれましては

各部会を通じて議論をいただいたところですが、既に４会場で開催されましたので、

その内容を報告していただきたいと思います。第１検討部会から報告をお願いいたし

ます。 

 

○金井部会長 

   第１検討部会の部会長の金井です。第１部会では、１０月９日に芝公民館で対話集

会を開催させていただきました。参加していただいた方は９人でしたが、部会の委員

から、自治基本条例について概要を、あるいは素素案のたたき台について一通り説明

をさせていただいて、その上で活発な質問や意見が出されました。これについては、

大変有意義な意見があったのではないかと思います。そういう意味では、今後、検討

する上でこういう対話集会というのは非常に意味があるということを改めて再確認さ

せていただいたかなというふうに思っております。 

   細かい内容については記録がございますが、ほかの部会においてもご発言等があっ

たかと思います。これらは、運営調整部会あるいは全体会等で議論していかなければ

ならないかなというふうに思っております。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。続いて、第２検討部会、お願いいたします。 

 

○永瀬副部会長 

   それでは、第２検討部会が担当しました対話集会の報告をいたします。第２部会は、

１０月９日に南平公民館で実施しました。南平地区は、町会としては３３、自治会が

３ということで３６の団体があるんですけれども、実際、当日お集まりいただいた方

は１１名という、非常に寂しい内容でした。 

   その中には議員さんが、一人いまして、非常に貴重なご意見をいただきました。質
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問は余りなかったのですが、ご意見として、冒頭、素素案についてはこういうことで

皆さんにご理解いただきたいという説明をしましたので、ご意見等が１６項目ほど出

まして、そのご意見とそれからアンケートを１１名の方全員に書いていただきました。

これについては、次回の第２検討部会で議論しまして、その結果、起草委員会へ参考

資料として提出させていただきたいなと、かように思っております。 

   内容的には、恐らくほかに２カ所開催されましたので、そう差異はないと思います。 

   以上でございます。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。続いて第４検討部会です。 

 

○三宅部会長 

   第４検討部会長の三宅です。 

   １０月９日に戸塚スポーツセンターで対話集会を開催しました。日程的に、ほかの

部会と重なったので、参加人数は７名で、ちょっと少な目だったのですが、活発な議

論を、人数が少ないながらもいろいろしていただき、質問や意見をいろいろ出してい

ただきました。１時間半、非常に濃密な議論をすることができたと思っております。 

   例えば、具体的に幾つかご紹介しますと、自治基本条例の中で、自治会等のコミュ

ニティ組織はどのように扱われるのだろうかとか、あるいは、編集委員会の中で編集

方針はどのようなものがあったのかとか、そういうご質問をいただきました。細かく

はまた文書等でご報告することがあると思います。 

   以上です。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。最後に、第５部会お願いします。 

 

○豊田副部会長 

   こんばんは。今日は石井部会長さんが欠席ですので、私が報告させていただきたい

と思います。 

   第５部会は、１０月１４日中央ふれあい館で開催しました。参加者が１４名、そし

て第３部会が、同じ館内で会議をしておりましたので、応援に来ていただき、総勢で、

２５人ぐらいの参加がありました。一般参加していただいた１４人の方からさまざま

な意見、会も１時間半ぐらいかけてやりまして、その中で特に感じたのは、もっと広

くこの条例を策定しているということを周知するべきではないのか、また、策定には、

もっとゆとりを持ってやるべきではないのか、そのような意見が出ましたけれども、

今後、これらをまとめて報告できるのではないかと思いますので、よろしくお願いい
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たします。 

 

○立石委員長 

   ありがとうございました。 

   第３部会につきましては、明日、新郷公民館で開催されるということですので、よ

ろしくお願いいたします。 

   何かご意見、ご質問はありますか。高橋委員、どうぞ。 

 

○高橋委員 

   今、対話集会のお話がございましたけれども、協働のことにも絡みますが、調整が

できてなくてＮＰＯをはじめ、いろいろな諸団体が行政を支え、あるいは行政と一緒

になっていろんな取り組みを今までやってきた経緯もありますし、これからもそうで

なくては、行政そのものが立ちゆかなくなると思うんですよね。そういう中で、やは

り団体等の意見を聞く対話集会というのは、ぜひ設ける必要があるんじゃないかと、

一般市民とはまた違う立場で、今までの行政との関わりや協働に取り組んだ中でのご

意見等もあると思いますので、今後も、是非、こういう機会を設けていただければと

思います。 

 

○立石委員長 

   これは検討させていただきたいと思います。 

   それでは、改めて起草委員会に選出させていただいた三宅部会長さん、高橋委員さ

ん、森委員さん、是非、今日のご意見や市民の皆さんのご意見を踏まえて、起草作業

を頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手起こる） 

 

■５ 閉会（午後９時２２分） 

 

○立石委員長 

   それでは、以上をもちまして第５回策定委員会を閉会させていただきます。長時間

にわたりご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


